
資料4 ヒアリング一覧③（８月９日）

番号 部局名 課名等
整理
番号

事務事業名 時　　　間 備　考

1 市民部
エルフィンパー
ク市民サービ
スコーナー

13 - 1 エルフィンパーク活用事業 １５：００～１５：１５
工藤センター長
（短540）

2

保健福祉部

高齢者支援課 22 - 44
（包括的支援事業）　高齢者支援セ
ンター運営事業

１５：１５～１５：３０
影久主査
（６９４）

3 健康推進課 23 - 10 （救急医療事業）　在宅当番医制 １５：３０～１５：４５
大西主査
（８０６）



電話

（第 5 章）

（第 1 節）

（第　 4

①

②

③

①

②

137

96.0

114交流広場延利用団体数

交流広場実利用率

119

％

％

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

利用実日数÷利用可能日数×100

【指標の定義（算式等）】

戸籍等証明発行件数の伸び率

対前年比

115

101

96.0

110

103

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 9,0009,000 9,000

その他特財

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

　総　事　業　費 ①＋④ 14,503 14,485

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

335

6,382 8,725

1.00

9,000

9,000

18,065

1.00

9,000

18,065

交流広場実利用日数

戸籍・住民票など証明発行件数

107

9,1009,000

日

件

335342 319

9,065

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

96.7 93.3

9,000 9,000

17年度（決算）

1.00 1.00

5,503 5,485

直接事業費

5,4855,503 5,493

9,065

地方債

一般財源

国支出金

3,572

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

駅周辺まちづくり

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

　市内全域に「エルフィン市民サービスコーナーの休日における窓口業務」のＰＲに努め
る。また、交流広場及び掲示板の申請受付については、業務内容等を検証しながら休日
についても検討する。

施策）

章

別紙１

H12

整理番号 13-1 作成部署
エルフィンパーク市民
サービスコーナー

エルフィンパーク活用事業事務事業名 ３７６－８８８０

課長職名事務区分

高い機能をもち、活力にあふれるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 三熊　秀範

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

工藤　友子

　市民サービスコーナーでは、午前7時30分から午後7時30分までを業務時間とする戸籍
等各種証明の交付、交流広場利用申請の許可、ポスター掲示板使用の申請と管理のほ
か、検診受診申請などの受付や市内施設等の案内などの業務を実施している。また、平
成18年４月１日からは、市役所閉庁時の市民の利便を図るために休日（土・日・祝日）を
開所して市民サービスに努めている。

平成19年6月

5,493

市民及びサークル

エルフィンパークを活用し、市民に多様な憩いと集いの場を提供するとともに、市民自
らの活動や交流を促進するために市民やサークルによる展示などのイベントの場を提供
する。さらに、市民サービスコーナーを活用し、戸籍等各種証明の交付などの行政サー
ビスを提供し、市民サービスの向上を図る。

3,572

作成日

市街地整備

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

道路法

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）



□

■

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 13-1

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

3

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　18年4月より休日等における証明発行業務を実施しており、現状の利便性を維持するととも
に、交流広場の利用拡大のＰＲに努める。

□現状継続
□見直し

　駅を利用する通勤、通学者及び休日（土・日・祝日）
など市役所閉庁時の行政サービスは、市民の利便性
から妥当と考える。また、交流広場及び掲示板の活用
については、公益性ならびに指標値目標値から見て妥
当と考える。

　交流広場及び掲示板については、成果指標値から
見て概ね目標は達成している。また、休日(土・日・祝
日）業務を開始し、サービスの維持向上が図られてい
る。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　早朝（午前7時30分）及び休日業務は、利用者数から
見て費用対効果が若干問われるが、市民の利便性か
らやむを得ないと思われる。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

　交流広場等においては、道路用地のため受益者負
担は望めない。また、諸証明については、北広島市手
数料徴収条例等に基づき徴収していることから妥当と
考える。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

　市民に多様な憩いと集いの場を提供して、市民の自
主的な活動を支援するとともに、行政サービスにおい
ては、平日及び休日の業務内容等を検証しながら今
後も継続する。



　市民からは出張所と同様の行政サービスをエルフィンパークに求められるが、現状の人員体制及び施設状況か
ら困難なことから今後のエルフィンパーク市民サービスコーナーのあり方が問われる。

１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

２　市民要望など
　転出届の手続及び市民税等の納付を市民サービスコーナーで実施してもらいたい。

３　議会での質疑応答など

　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

整理番号 13－１ エルフィンパーク活用事業事務事業名 担当課 エルフィンパーク市民サービスコーナー



□実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

石狩

■実　 施

□未実施

（土日等閉庁時の窓口対応状況）　　　<市民課窓口>
　住民票、印鑑登録証明書の交付は、市民課に金曜日の8時45分～15時までに電話予約
をし、土・日曜日の９時～17時までに受取。
　<自動交付機>　市内4箇所に設置
　<自動交付機取扱証明書>　住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明、所得証明書、納税証
明書

■実　 施

□未実施

（土日等閉庁時の窓口対応状況）　　<市民課窓口>
　○夜間サービス：毎週火・木曜日の20時まで
　<取扱証明書>　住民票、印鑑登録証明、戸籍証明の発行、なお、所得証明、課税証明、
納税証明、土地建物評価証明等は市民税課に電話予約が必要。
　<納税課夜間窓口>税相談と納付毎週木曜日の20時30分まで、 終日曜日10時～15時ま
で

（土日等閉庁時の窓口対応状況）　　<千歳駅市民サービスセンター>
　○受付時間：平日8時45分～19時、土・日・祝日8時45分～17時15分
　<取扱証明書>　住民票、印鑑登録証明、戸籍証明の発行。なお、戸籍証明の発行は、平
日17時15分まで。17時15分以降の受取は、前日に受付。土・日・祝日の受付は、翌日の8
時45分～。

（土日等閉庁時の窓口対応状況）
　住民票、印鑑登録証明書の交付は、市民課に電話予約をし、土・日・祝日（年末年始を除
く）の8時45分～17時15分までに守衛室で受取。

■実　 施

□未実施

４　他市との比較

江別

千歳

恵庭

■実　 施

□未実施

札幌

（土日等閉庁時の窓口対応状況）　　<札幌市大通サービスコーナー>
　○受付時間：平日8時～19時、土・日9時～17時
　○お休み：祝日（日曜日と重なった場合は開所）・振替休日　5月３日～５日・年末年始（12
月29日　～翌年1月3日）
　<取扱証明書>　住民票、印鑑登録証明、戸籍証明の発行

６　新聞等での報道

５　事業に関する国・道の動き



電話

（第 1 章）

（第 5 節）

（第　 1

①

②

③

①

②

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

介護保険法

＜3ヶ所委託＞きた高齢者支援センター　・　みなみ高齢者支援センター　・　にし高齢者支援セン
ター　　＜スタッフ体制＞各センターに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を１名ずつ配置
＜事業内容＞介護予防ケアマネジメント（新予防給付、特定高齢者）、総合相談支援事業、権利擁
護事業、包括的継続的ケアマネジメント、介護予防事業、特定高齢者把握事業
・新予防給付の介護予防ケアマネジメントについては総合相談事業や権利擁護事業等、地域包括
支援センターの本来の役割が果たせるよう各高齢者支援センターで原則月６０件を上限とし、それ
以上の件数は居宅介護支援事業所に再委託を行うこととする。

平成19年6月

2,587

高齢者およびその家族、高齢者の生活を支える地域の関係者や社会資源。

高齢者等の心身の健康保持及び生活の安定のために、保健医療福祉制度や介護保険
サービス・地域の社会資源等の活用・調整を行い、高齢者の在宅生活を支援する。

43,915

2,579

作成日

高齢者福祉

内線６９４

課長職名事務区分

安全で安心できるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 三上　正美

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

小西　洋一

整理番号 ２２－４４ 作成部署 高齢者支援課
高齢者支援センター運営事

業
事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

居宅福祉サービスの充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

事業内容は平成18年度と同様。
９月から　ひがし高齢者支援センターを設置する。

施策）

章

別紙１

H18

48,064

2,337

直接事業費

2,021 2,344

53,271

地方債

一般財源

国支出金

9,000 9,000

4,675

17年度（決算）

2,015

0.20

0 45,749

4,030

58,388

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

3,800

設置数

年間相談件数 16,50014,500

ヶ所

件

4ー 3 4

12,367

0.25

9,000

2,250

55,971

0.30

9,000

60,638

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 0 47,549

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

5,158

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 1,8000 2,700

その他特財 37,683

58,388

3,700

53,271

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

総事業費／年間相談件数

【指標の定義（算式等）】

3,800

45,749委託料

相談１件あたりの費用

円

千円



□

□

□

■

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

介護保険計画に基づき4ヶ所目を設置する。既存のセ
ンターについて、新予防給付や特定高齢者の介護予
防ケアマネジメント件数の増加による人員配置につい
て検討する。

■拡大重点化
□現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

【１次評価】

地域包括支援センター(高齢者支援センター）は市町
村が設置することとなっている。また、在宅高齢者は住
み慣れた地域でできるだけ長く暮らしたいという希望が
あり、それに対して様々な情報提供やサービス調整を
行っていくことが必要である。

社会福祉法人等に委託する方法により専門職の確保
や地域に密着した対応が可能となっている。しかし介
護予防ケアマネジメントなどの業務量が増加している
ため、本来のセンターの役割を果たすことが困難と
なってきている。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

受益者負担なし。担当地区全域を対象とし、支援が必
要な高齢者やその家族を対象としている。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定 今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

□現状継続
□見直し

3

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

4

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 ２２－４４

委託により最小限のコストで実施している。

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　■有　　　　　□無法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

選択理由、説明等
評
点

チェック項目



　　　　　②介護予防支援事業所として、要支援1.2のケアマネジメント業務が他の業務より優先せざるを得ない。また、要支援1.2の認定

１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

３　議会での質疑応答など

２　市民要望など

　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

整理番号 22-44 事務事業名 担当課 高齢者支援課高齢者支援センター運営事業

成果　　介護保険計画による生活圏域に1ヶ所ずつ配置することを目指し整備してきている。各センターに専門職３職種を配置している。　　

　　　　　従来の在宅介護支援センター活動で培った地域の資源、関係機関とのつながりを活かしながら、在宅高齢者にフォーマル、イン　　　

　　　　フォーマルなサービスの提供、見守り支援等を行い、在宅生活の継続が図られている。介護保険制度の改正により新たに要支　　　　

　　　　援 1.2の認定区分が設定され、高齢者支援センターは介護予防支援事業所としてケアマネジメント業務を混乱なく遂行してきた。　　　　

課題　　①高齢者の在宅生活を支えるための業務は、総合相談支援、権利擁護事業、地域の資源や介護サービス事業所等関係機関　　　　　

　　　　　　との連携など幅広い。きめ細かく支援するためにはマンパワーが必要である。

　　　　　　者や特定高齢者は今後も増加が見込まれる。

総合相談支援(延・件)

4304

3864

高齢者虐待（実・件）

8

活動の実績

＊他市に比べて相談

　件数が多い。

周知が十分にされているか。

・広報紙、高齢者サービスガイド、健康ネットワークに掲載。高齢者実態調査で民生委員から周知。

・困っているときに迅速に対応してほしい。→対象者がわかる場合は市から高齢者支援センターに個別に要請する。

・電話に出てほしい。(会議や家庭訪問で外勤が多い）→家庭訪問先で出られないこともあるが携帯電話で２４時間つな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がるため再度かけてもらうか市に連絡をいただく。

・遠方にいる家族からは高齢者支援センターが高齢者の見守りを行い、変化があれば連絡をくれるので安心できる。

　高齢者支援センター独自にチラシ等で周知を行っている。

5

2

1

きた高齢者支援センター

・介護予防事業を身近な場所で行ってほしい→高齢者支援センターで介護予防事業の一部を行っているが場所や回数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は十分でない。市でも各地区で開催しているので利用してください。

権利擁護（実・件）

1

5

みなみ高齢者支援センター

にし高齢者支援センター 4199



＊平成19年4月から直営を廃止し、委託で3ヶ所設置。

人員配置　　社会福祉士３人　保健師１２人　主任ケアマネ２人　その他　７人

人員配置　　社会福祉士１人　保健師２人　主任ケアマネ２人　その他　１人

活動実績　　総合相談支援　３３８件　　権利擁護　３件　　高齢者虐待７件

人員配置　　社会福祉士１人　保健師４人　主任ケアマネ１人　その他１人

活動実績　　不明　　

石狩
実施方法　　市直営1ヶ所、委託1ヶ所

設置数　　　１７ヵ所

設置数　　　１ヶ所

実施方法　　市直営

設置数　　　１ヶ所　

実施方法　　社会福祉法人、医療法人などに委託

□実　 施

□未実施

実施方法　　委託

設置数　　　１ヶ所

実施方法　　市直営

設置数　　　４ヶ所

活動実績　　総合相談支援６３４件　　権利擁護１８４件　　高齢者虐待１２０件

人員配置　　社会福祉士３人　保健師２人　主任ケアマネ３人　その他　０人

活動実績　　総合相談支援　３１０件　　権利擁護　１１件　　高齢者虐待６件

札幌
■実　 施

□未実施

４　他市との比較

江別

千歳

恵庭

■実　 施

□未実施

６　新聞等での報道

５　事業に関する国・道の動き

平成１９年度末までに各市町村の責務において設置し、介護予防の推進、地域包括的ケアの拠点として機能させる。

全道の設置率　　自治体の70％に当たる１２６市町村が設置し、１７７ヶ所の地域包括支援センターが稼動している。

(平成１８年１１月現在）

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

活動実績　　総合相談支援　６７８７件　　権利擁護　１１９件　　高齢者虐待　２０２件

人員配置　　社会福祉士４６人　保健師３５人　主任ケアマネ３５人　その他１７人

平成18年4月から改正介護保険法で地域包括支援センターが各地に作られることになった。

センターには主任ケアマネ、保健師、社会福祉士が必ず配置され、チームプレーで業務に当たる。センターの外の

医師や看護師・ケアマネ・介護サービス提供事業者、民生委員や自治会役員など地域住民とも連携する。

力を入れている。将来は、若い障害者や児童などにも、支援の範囲を広げていくことが期待されている。
2007年1月25日読売新聞

高齢者や家族から相談があった場合、介護や医療、ボランティアによるサービスなど必要な支援が全て継続的に

提供されるように調整する。虐待の防止や早期発見のほか、財産を守る権利擁護も行う。介護が必要な状態に

なりそうな人を見つけ、予防の計画を作るほか元気な高齢者の心身状況が悪くならないよう支援する。
高齢者がいつまでも元気に暮らせるようになれば、介護簿費用が節約できる。国も運営方法を弾力化するなど支援に



電話

（第 1 章）

（第 1 節）

（第　 3

①

②

③

①

②

6,807

5.74

受診率

％

円

人

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

②／①*100

【指標の定義（算式等）】

受診者1人当りの経費

総事業費／②

6,828

5.74

6,826

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 270270 270

その他特財

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

　総　事　業　費 ①＋④ 23,811 24,091

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

3,539

0.03

9,000

270

23,893

0.03

9,000

23,900

受診対象者

受診者

10,793

3,5003,500

61,00060,274 60,893 60,958

2,206

23,630

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

3.66 5.81

9,000 9,000

17年度（決算）

0.03 0.03

23,541 23,821

直接事業費

23,82123,541 23,623

23,623

地方債

一般財源

国支出金

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

医療体制の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

同上

施策）

章

別紙１

S５６

整理番号 23-10 作成部署 保健福祉部健康推進課
救急医療事業（在宅当番医
制）

事務事業名 内線807

課長職名事務区分

安全で安心できるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 三上正美

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

住田幸雄

次の時間帯に在宅の当番医により救急医療を実施
＊平日（午後５時～午後７時・翌日午前７時～午前９時）
＊土曜日（正午～午後７時）
＊日曜･祝日（午前７時～午後７時・翌日午前７時～午前９時）

平成19年6月

23,630

市民

市民の健康保持のため、通常診療時間と夜間急病センター診療時間以外の時間帯の
救急医療体制の確立を目的としている。

作成日

健康と医療

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

北広島市急病医療業務の実施に関する協定書（市と北広島医師会）

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

4



■

□

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

3

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 23-10

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

2

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

見直し

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

市民の健康保持のため現状の医療体制を確保する必要があるが、市内医療機関の中でも早
朝,夜間まで診療している所もあること等から時間帯の検討が必要。

□現状継続
□見直し

市民のため、年中２４時間体制で、救急医療に対応す
ることとなり、救急患者の医療に常時対応できる体制
が確立できている。

一定の利用者があり、救急医療体制の確立が図られ
ている。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

利用者も増加し、市、市民にとり、救急医療の効果が
高いが、在宅当番医の運営上経費の増嵩が避けられ
ない状況にある。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

受益者負担については、保険診療であり適正である。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

【１次評価】

□拡大重点化
□現状継続
■見直し

事務事業担当部局の
総合判定

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

市民の健康保持のため現状の医療体制を確保する必
要があるが、市内医療機関の中でも早朝,夜間まで診
療している所もあること等から時間帯の検討が必要。

5



【救急医療対策事業実施要綱】　厚生労働省昭和５２年７月６日発令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在宅当番医制
　　1　目　的

245日 49日 71日

３　議会での質疑応答など

２　市民要望など

342

50～59

2,394 330
稼動日数 365日

計 3,53924 268 523 210

土曜 日曜・祝祭日
合計

12:00～17:00 17:00～19:00

2,554
985594

236
94

1,590

年度別受診者数　(人)

外科
23
1

7:00～9:00

平成１８年度時間帯別受診者数  (人)

17:00～19:00

178

平日

　平成１６年度 　平成１７年度 　平成１８年度

90
340
183 23

12:00～19:00 7:00～9:00

187

１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

内科・小児科

　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

整理番号 23-10 事務事業名 担当課 健康推進課救急医療事業(在宅当番医制)

北広島市は、医療診療体制の24時間対応を実施しており、市民から要望等は有りませんが、今後少子
化が進む中で夫婦共稼働きの増加や親の育児不安により,休日や夜間診療を求めて来院する小児患者
が増えてくると考えられ、在宅当番医制における小児科医療施設の確保が課題となっております。

特になし

　受診者数 3,076 3,202 3,193 2,901 2,615 3,539

◆◆在宅当番医制◆◆（初期救急で入院や手術を伴わない比較的軽症な患者の医療）

　全ての患者が適切な治療を受けられるよう、昭和52年に国・道において救急医療対策事業実施要綱が制
定され、それぞれの市町村に救急医療の整備が求められるようになりました。北広島市も昭和52年にテレホ
ン方式による在宅輪番の急病当番医制を市内医師の協力により開始しました。この後、昭和５６年に夜間急
病センターができ在宅当番診療と併せて平日・土曜・祝祭日における空白診療時間帯の解消が図られ24時
間体制となっております。在宅当番医院には年間3000人受診するなど、市民への周知も高く、制度として定
着し利用されていると考えております。今後の課題としては、少子高齢化が進むなかで休日・夜間の初期救
急医療の必要性が増大し、より身近に在宅当番医があることが望まれております。事業の実施にあたって
は、当番医の確認・調整などを考慮し市医師会に委託しております。また、受益者が負担する医療費は国が
定める診療報酬に基づき徴収しております。

　　　　この事業は、地区医師会が実施する在宅当番医制の定着化を図るとともに、さらに未実施地区への普
及を図ることにより、休日又は夜間における地域住民の急病患者の医療を確保することを目的とする。

20～29 30～39

区　分

　　年　度 　平成１３年度 　平成１４年度 　平成１５年度

80以上年　齢
320

160

480

140

90

310

112 50

190

60～69
230

70～79
220

358

284

82

366358

内科・小児科

合　計

外　科

377

97

474

156

62

218

318

125

443

40～49
241

117

平成１８年度年齢別受診者数  (人)

15～196～140～5
269

89



□実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

石狩市救急当
番病院制
（医師会委託）

石狩

４　他市との比較

江別

千歳

恵庭

■実　 施

□未実施

・内科・小児科　(日・祝祭日)　9：00～17：00

■実　 施

□未実施

・外科(毎日)　21：00～翌日9：00

６　新聞等での報道

５　事業に関する国・道の動き

　厚生労働省は2007/4/17に開催された「医療構造改革に係る都道府県会議」の中で、今後の医療政策の
方向性として開業医に対し、▼地域で在宅当番医制のネットワークを構築し、少なくても休日・夜間の救急セ
ンターに交代で出務する事などの取り組みを行うよう明記した。(開業医に24時間対応を要望)

　北海道から在宅当番医補助として医師会に年間 4,379,000円 支払われております。

　　　　　　　 (平日) 19：00～翌日7：00

　　　 　　　　　（年末年始)　8：00～翌日8：00

※夜間急病診療についてはセンター方式をとらず全て在宅輪番方式で実施

・外科　　　　　　(日・祝祭日)9：00～翌日9：00、(土)12：00～翌日9：00

※夜間急病センター　内科・小児科19：00～翌日7：00

内科・外科　(日・祝祭日)　9：00～17：00　19：00～９翌日7：00

　　　　　　　 (土)　　13：00～17：00  19：00～翌日7：00

・内科・外科　(日・祝祭日)　8：00～20：00　　　

　　　　　　　 　（土） 　12：00～翌日9：00

　　　　　　　 　（平日）17：00～翌日9：00
千歳市在宅輪
番病院制
（医師会委託）

　　　　　　　 　（土）　　　 　13：00～20：00

　　　　　　　 　（平日：外科のみ）18：00～21：30

※夜間急病診療所　(保健センター内)　内科・小児科 20：00～翌日7：00

・内科・外科　(日・祝祭日)　9：00～翌日9：00　　

※夜間急病診療についてはセンター方式をとらず全て在宅輪番方式で実施

恵庭市救急当
番制
（医師会委託）

江別市救急急
病当番制
（医師会委託）

　　　　　　　　　　(平日)17：00～翌日9：00

・内科・小児科・産婦人科(土のみ)　13：00～17：00

※夜間急病センター　内科・小児科19：00～翌日7：00

　　　　　　　　　　　　　耳鼻咽喉・眼科19：00～23：00

札幌
札幌市救急当
番医制
（医師会委託）

特になし
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